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は し が き

　本報告書は、金融法務研究会第２分科会における平成 24 年度の研究の成果である。
　金融法務研究会は、平成２年 10 月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取引約款
の検討を取り上げ、その成果を平成８年２月に「各国銀行取引約款の検討―そのⅠ　各種約款
の内容と解説」として、また平成 11 年３月に、「各国銀行取引約款の比較―各国銀行取引約款
の検討　そのⅡ」として発表した。平成 11 年１月以降は、金融法務研究会を第１分科会と第
２分科会とに分けて研究を続けている。
　第２分科会で取り上げたテーマは、巻末の報告書一覧のとおりであるが、平成 24 年度は
「近時の預金等に係る取引を巡る諸問題」をテーマとして取り上げ、そこでの研究成果を本報
告書に取りまとめた。
　本報告書では、第１章で「預金取引と成年後見」（山下純司担当）、第２章で「預金債権の共
同相続」（野村豊弘担当）、第３章で「投資信託の共同相続―補論とともに」（中田裕康担当）、
第４章で「権限のない者への預金の払戻し、および、権限のない者が行なう振込」（山田誠一
担当）、第５章で「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法
律を巡る私法上の問題」（沖野眞已担当）を取り上げている。
　このうち第１章では、高齢化社会の進展によって今後成年後見制度等の活用の増加が予想さ
れることから、預金者について成年後見等が開始した場合における法的な問題点を検討する。
第２章では、預金債権の共同相続に関する判例・学説を整理し、この問題をどのように考える
べきかについて銀行実務を踏まえつつ検討する。第３章では、投資信託の共同相続において遺
産分割前に一部の相続人のみで権利行使することが可能かどうかという問題について考察する
とともに、最判平成 26 年２月 25 日の判決内容についても紹介を行っている。第４章では、振
込先を誤って振込指図が行われた結果、原因となる法律関係のない振込が行われた事案と、盗
難通帳である他人の通帳を無権限で支配している者が、別の預金口座から無権限で払い戻した
資金を、その通帳に係る預金口座から自ら払戻しするために、その預金口座を振込先として振
込指図を行う事案の相違をもとに、権限のない者が行う振込があった場合の関係当事者の法律
関係を検討する。第５章では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払
等に関する法律」の仕組みのもとでの預金契約に関する私法上の法律関係のうち、受託金融機
関の取引停止措置に関する問題と預金債権の帰趨の問題について検討する。
　本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立つことができれば幸いである。
　なお、本研究会には、銀行の法務分野から実務を担当する方にオブザーバーとしてご参加い
ただいている。また、事務局を全国銀行協会業務部にお願いしている。
　最後に、同分科会では、平成 25 年度には「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」を
テーマとして取り上げ、研究を続けている。

平成 27 年１月
金融法務研究会座長　　

岩　原　紳　作
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